
和議第４２号   

 

緊急事態宣言により影響を受けた全国の事業者への支援及び雇用対 

策についての意見書（案） 

 

新型コロナウイルス感染症については、全国で一致団結し感染拡大を抑え込

む対策を実施してきたところであり、緊急事態宣言対象地域以外の地域や営業

時間短縮要請の対象となった飲食業以外の業種においても、厳しい影響が生じ

ている。こうした事業者が国全体の感染拡大防止に協力し、雇用継続に努力さ

れていることに鑑み、国におかれては、緊急事態宣言対象地域以外の地域や飲

食業以外の業種においても、実効性ある経済雇用対策を公平に講ずるよう、強

く求める。 

ついては、緊急事態宣言対象区域の飲食店との取引関係等の要件を撤廃する

など、一時支援金の対象地域も含めた支給対象の拡大や支給額の上限引上げ、

売上げ要件の緩和等を図るほか、持続化給付金や家賃支援給付金の再度の支給

や要件緩和・企業規模に応じた支給額の引上げ、例えば地方創生臨時交付金の

特別枠の設定などを行うこと。特に飲食業等自粛の影響が強く現れた業種に

は、速やかに実効性のある対策を講じること。 

併せて、民間金融機関の実質無利子・無担保融資の期間延長や返済猶予等も

含めたアフターケア、大企業とみなされ対象外となる地方の中堅企業に対して

の中小企業支援策の適用、税の減免・優遇措置・猶予など、事業者や労働者等

への支援を行うとともに、併せて、これら支援策の活用を働きかけるための周

知・広報や申請サポート体制整備や適正な手数料設定、申請簡素化なども含

め、迅速で実効的な支給につなげること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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